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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公開番号】特開2007-47449(P2007-47449A)
【公開日】平成19年2月22日(2007.2.22)
【年通号数】公開・登録公報2007-007
【出願番号】特願2005-231800(P2005-231800)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   7/08     (2006.01)
   Ｈ０２Ｐ   8/26     (2006.01)
   Ｈ０２Ｐ   8/28     (2006.01)
   Ｈ０２Ｐ   8/34     (2006.01)
   Ｈ０２Ｐ   8/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   7/08    　　　Ｂ
   Ｇ０２Ｂ   7/08    　　　Ｃ
   Ｈ０２Ｐ   8/00    ３０２Ｄ
   Ｈ０２Ｐ   8/00    ３０２Ｅ
   Ｈ０２Ｐ   8/00    　　　Ｔ
   Ｈ０２Ｐ   8/00    ３０２Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月6日(2008.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学素子と、前記光学素子を駆動するステッピングモータと、前記ステッピングモータ
への通電を制御する制御手段と、前記ステッピングモータの励磁コイルにおいて発生する
逆起電力を検出する検出手段と、前記ステッピングモータが非通電状態になる前の最後の
励磁状態を記憶する記憶手段とを有し、
　前記制御手段は、前記ステッピングモータの非通電状態において前記検出手段により前
記逆起電力を検出した場合に、前記ステッピングモータを前記記憶された励磁状態とする
ための前記ステッピングモータへの通電を行うことを特徴とする光学機器。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記非通電状態において所定値より大きい前記逆起電力を検出した場
合に、前記光学素子を該光学素子の位置制御上の基準位置に移動させるように前記ステッ
ピングモータへの通電を行うことを特徴とする請求項１に記載の光学機器。
【請求項３】
　前記光学機器は、表示手段および音発生手段の少なくとも一方を有し、
　前記制御手段は、前記非通電状態において前記逆起電力を検出した場合に、前記表示手
段および音発生手段の少なくとも一方を作動させて警告することを特徴とする請求項１又
は２に記載の光学機器。
【請求項４】
　光学素子と、前記光学素子を駆動するステッピングモータと、前記ステッピングモータ
への通電を制御する制御手段と、前記ステッピングモータの励磁コイルにおいて発生する
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逆起電力を検出する検出手段と、前記ステッピングモータが非通電状態になる前の最後の
励磁状態を記憶する記憶手段とを有し、
　前記制御手段は、前記ステッピングモータの非通電状態において、前記検出手段により
所定値より小さい前記逆起電力を検出した場合には前記ステッピングモータを前記記憶さ
れた励磁状態とするための前記ステッピングモータへの通電を行い、前記所定値より大き
い前記逆起電力を検出した場合には前記光学素子を該光学素子の位置制御上の基準位置に
移動させるように前記ステッピングモータへの通電を行うことを特徴とする光学機器。
【請求項５】
　前記ステッピングモータにより回転されるネジ軸と、前記ネジ軸に係合し、前記ネジ軸
の回転により前記光学素子を駆動するラック部材とを有することを特徴とする請求項１か
ら４のいずれか１つに記載の光学機器。
【請求項６】
　前記検出手段は、前記ステッピングモータの各相の励磁コイルからの逆起電圧信号の絶
対値を示す信号を出力する第１の回路と、前記第１の回路からの前記各相の出力を加算す
る第２の回路と、前記第２の回路の出力を２値化する第３の回路とにより構成されている
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１つに記載の光学機器。
【請求項７】
　前記検出手段は、前記第２の回路の出力レベルに応じた信号を出力するレベル判定回路
をさらに有することを特徴とする請求項６に記載の光学機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一側面としての光学機器は、光学素子と、該光学素子を駆動するステッピング
モータと、該ステッピングモータへの通電を制御する制御手段と、ステッピングモータの
励磁コイルにおいて発生する逆起電力を検出する検出手段と、ステッピングモータが非通
電状態になる前の最後の励磁状態を記憶する記憶手段とを有する。制御手段は、ステッピ
ングモータの非通電状態において該検出手段により逆起電力を検出した場合に、ステッピ
ングモータを上記記憶された励磁状態とするためのステッピングモータへの通電を行うこ
とを特徴とする。なお、ステッピングモータの非通電状態において所定値より大きい逆起
電力を検出した場合に、光学素子を該光学素子の基準位置に移動させるようにステッピン
グモータへの通電を行うようにしてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、レンズ保持枠１０５，１０６にはそれぞれ、ラック（ラック部材）１０５ａ，１
０６ａが取り付けられている。ラック１０５ａ，１０６ａは、ステッピングモータ１０７
，１０８の出力軸であるスクリュウ軸（ネジ軸）１０７ａ，１０８ａのスクリュウ部（ネ
ジ部）に噛み合っている。各ステッピングモータが駆動され、スクリュウ軸が回転するこ
とにより、該スクリュウ軸とラックとの噛み合い作用によって、レンズ保持枠が光軸方向
（図中の矢印方向）に駆動される。ここで、スクリュウ軸（ネジ軸）のネジ条件について
説明する。ここでのネジは、外径が２ｍｍで、リード０．６（スクリュウ軸が１回転した
ときラックが０．６ｍｍ光軸方向に移動する）で、２条のネジで構成されている。ここで
は、一例を示しており、ネジは外径、リードがこの例と異なるものでもよい。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　なお、遮光部１０５ｂは、バリエータレンズ１０２の望遠側か広角側かのゾーン検出を
可能とする形状に設定されている。また、遮光部１０６ｂはフォーカスレンズ１０４の遠
距離物体に対してフォーカスする位置か至近物体に対してフォーカスする位置かのゾーン
検出を可能する形状に設定されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　撮像素子１１６からの電気信号は、Ａ／Ｄ変換回路１１７によってアナログ信号からデ
ジタル信号に変換され、信号処理回路１１８に入力される。信号処理回路１１８は、入力
された電気信号から映像信号を生成して記録部１５０に送る。マイクロプロセッサ１１１
は、入力された輝度信号成分が常に適正値になるようにアクチュエータ１１３をフィード
バック制御する。この際、マイクロプロセッサ１１１には、位置検出素子１１５からの出
力が増幅され、さらにＡ／Ｄ変換回路１２３によりアナログ信号からデジタル信号に変換
されて絞りの開閉位置を示す情報として入力される。マイクロプロセッサ１１１は、この
絞り位置情報に基づいて、輝度信号成分が常に適正値になるように駆動回路１２１に開閉
信号を送り、アクチュエータ１１３を制御する。マイクロプロセッサ１１１からは、絞り
位置を所定の開閉位置に位置決めするための開閉信号を駆動回路１２１に送ることもでき
る。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　検出手段としての逆起電圧検出回路１１，１２はそれぞれ、バリエータレンズ１０２お
よびフォーカスレンズ１０４の位置設定完了後にステッピングモータ１０７，１０８への
通電がＯＦＦされた状態（非通電状態又は無励磁状態）において、該ステッピングモータ
の励磁コイルに発生する逆起電圧を検出する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　ここで、該再通電指令によってステッピングモータへの通電を行う際の通電条件（通電
パターン）は、各ステッピングモータ１０７，１０８が前回停止する（非通電状態となる
）前の最後の励磁状態と同じ励磁状態になる条件とする。例えば、ステッピングモータが
、図１２に示すように、Ａ，Ａ′，Ｂ，Ｂ′の４つの励磁コイルに対する図示の通電パタ
ーン（１）～（４）を循環的に切り換えることで回転する場合を考える（１は通電、０は
無通電を示す）。例えば前回のステッピングモータの駆動において、（２）（Ａ＝１，Ａ
′＝０，Ｂ＝０，Ｂ′＝１）の通電パターンでの通電が行われた直後に、該ステッピング
モータ（４つの励磁コイル）に対する全通電がＯＦＦされた場合、上記再通電指令による
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通電パターンを（２）とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　ステッピングモータ１０８が外力によって回転させられた場合に発生する逆起電圧（図
２中のＡ点での波形）は、図３に示すように交流信号となる。このため、全波整流回路１
２ｂ，１２ｄは、ステッピングモータ１０８がどのような回転位置にあっても、同一極性
の逆起電圧の信号（逆起電圧信号）、すなわち逆起電圧の絶対値を示す信号が得られるよ
うにするための回路である。図３に示すような入力波形に対する全波整流回路１２ｂ，１
２ｄからの出力波形（図２中のＢ点での波形）は、図４に示すようになる。また、加算回
路１２ｅは、逆起電圧を全波整流した後に各相の信号を加算することによって、さらに安
定した逆起電圧の検出が行えるようにする。加算回路１２ｅからの出力（図２中のＣ点で
の波形）は、図５に示すような波形となる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　本実施例の逆起電圧検出回路１２′には、加算回路１２ｅの次段に、比較回路１２ｆと
併設したレベル判定回路１２ｇが設けられている。レベル判定回路１２ｇは、図７に示す
ように逆起電圧の大きさに応じて変化する加算回路１２ｅからの出力値（出力レベル）を
所定の閾値（所定値）Ｆと比較し、加算回路１２ｅからの出力値が該閾値Ｆより高い（す
なわち、逆起電力が所定値より大きい場合に、図９に示すようにＨレベルの信号を出力す
る。また、加算回路１２ｅからの出力値が閾値Ｆより低い（すなわち、逆起電力が所定値
より小さい）場合にはＬレベルの信号を出力する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　また、本実施例では、ステッピングモータに逆起電圧が発生すると再通電モードに入る
が、このときの逆起電圧が所定値（閾値Ｆ）より小さい（低い）場合には実施例１と同様
の再通電を行い、逆起電圧が該所定値（閾値Ｆ）より大きい（高い）場合には初期位置へ
の復帰動作を行う。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　他の実施例として、逆起電圧を検出した場合に、撮像装置における表示ディスプレイや
ＬＥＤランプといった表示手段あるいはスピーカのような音発生手段を作動させて警告表
示を行ったり警告音を発したりする構成としてもよい。これにより、逆起電圧を検出した
こと、つまりはレンズが停止位置からずれてしまったことを操作者に伝えることができる
。警告表示としては、「カメラ本体の電源を一旦ＯＦＦとし、再度ＯＮしてください」と
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表示する。また警告音を発する場合、ブザーを鳴らす、あるいは合成音声にて「カメラ本
体の電源を一旦ＯＦＦとし、再度ＯＮしてください」とすればよい。
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